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長岡市鳥獣被害対策実施隊について 

１ 実施隊とは？ 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（鳥獣被害防止

特措法）に基づき、鳥獣による人身被害及び農作物被害を未然に防止し、市民が安全・安心

に生活できる環境を確保するため、市町村に置かれています。 

実施隊は、長岡市が実施する公的捕獲を行う組織であり、その隊員は、次のうちから市長

が任命します。 

 

① 市内にある新潟県猟友会の支部又は分会からの推薦を受けた者 

② 市が行う鳥獣被害防止施策を積極的に取り組むことが見込まれる者 

 

また、実施隊は市内に５つの方面隊と１つの協力部隊で組織されています。 

 方面隊名 主な活動地域 

① 長岡方面隊 長岡（旧長岡市）、山古志、川口 

② 栃尾方面隊 栃尾 

③ 三島方面隊 三島、和島、寺泊、与板 

④ 中之島方面隊 中之島 

⑤ 小国方面隊 小国 

⑥ 協力部隊 栃尾、（小国） 

◆方面隊とは・・・捕獲を実施する部隊 

◆協力部隊とは・・・捕獲に協力する部隊（個体数把握調査や運搬など） 

 

２ どのような活動をしてる？ 

 主に、春の鳥類駆除（銃器）、稲の出穂期から猟期前までのイノシシ捕獲（わな）など年間

を通じて人身・農作物被害防止目的の有害鳥獣捕獲を行っています。 

 

○主な年間活動内容 ※    内は活動時期 

 春 夏 秋 冬 

鳥類駆除（銃器）     

イノシシわな捕獲     

イノシシ巻狩り（一斉捕獲）     

サルわな捕獲（栃尾地域）     

クマわな捕獲（栃尾地域など）      

◆猟期における狩猟と有害鳥獣捕獲の違いは？ 

狩猟は、猟期（例年 11 月 15 日～2 月 15 日）に狩猟者個人の趣味としての捕獲を行うこと 

 有害鳥獣捕獲は、１年を通じて、市が実施する公的な活動で捕獲を行うこと 
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３ 参加の要件は？ 

◆方面隊への参加要件は、次の事項をすべて満たす必要があります。 

① 狩猟免許を取得している者（※）  

② 市内にある新潟県猟友会の支部または分会に所属している者 

③ ②の者で支部長または分会長から推薦を受けた者 

※業務に従事するためには、対応する狩猟免許での狩猟者登録が 

必要です。 

 

◆協力部隊への参加要件は、次の事項を満たす必要があります。 

① 鳥獣の捕獲以外で市が行う鳥獣被害防止施策を積極的に取り組むことが見込まれ、市長 

が認める者 

４ 実施隊員になったら？ 

任命後、正式に実施隊隊員として各方面隊・協力部隊に所属し、市の指示のもと、公的捕獲

の活動に参加・協力していただきます。 

 

任 期 任命された日から３月 31 日まで ※任用期間の更新あり。 

身 分 長岡市の非常勤の特別職 

「長岡市鳥獣被害対策実施隊設置要綱」に基づき、地方公務員法に定める地方公務員 

になります。法令遵守の徹底をお願いします。 

報 酬 １時間あたり１，５００円  

      四半期ごとに各個人の口座にお支払いします。 

保 険 実施隊活動中の事故に関しては、市の保険に公務災害が適用される場合があります。 

被 服 新入隊員方へは、隊員の被服を貸与します。 

その他 ①市から有害鳥獣捕獲許可に係る従事者証を発行し、送付します。 

②市は、実施隊の活動に積極的な参加が見込まれる隊員に対して、猟期に係る狩猟 

 税を免除や公安委員会が実施する猟銃所持許可証更新に係る技能講習を免除する 

証明書を発行しています。 

５ 活動を支援する制度があります！ 

 市では、新たな捕獲の担い手や実施隊員を支援する補助制度があります。 

◆免許取得希望者・実施隊入隊希望者向け 

有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金 

補助内容 免許取得に係る経費の助成、猟友会新規入会者への奨励金など 

◆実施隊員向け 

イノシシ用捕獲わな導入支援事業補助金、有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金 

補助内容 イノシシ用わなの購入経費の助成、免許取得に係る経費の助成など 

 


